
公民館運営審議会について 
 

社会教育法抜すい 

 第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

  ２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとする。 

 第３０条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の

教育委員会が委嘱する。 

  ２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その当該公民館運営審議

会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基

準は、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。  

 

茅ヶ崎市立公民館条例抜すい 

 第１６条 法第２９条第１項の規定により公民館に公民館運営審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

 第１７条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者並びに学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。 

  ２ 委員の定数は、７人以内とする。 

  ３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ４ 委員は、再任されることができる。 

 

茅ヶ崎市立公民館条例施行規則抜すい 

 第１２条 公民館運営審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長１人を置き、委

員の互選により定める。 

  ２ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 

  ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 第１３条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

  ２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

  ３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。  

 

茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

  公民館運営審議会出席の場合  日額 １０，０００円 

 

茅ヶ崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例 

  ○ 公務上の災害（負傷、疾病、身体障害又は死亡）の補償 

  ○ 通勤による災害に対する補償 

 

資料１ 



公民館運営審議会委員の役割 

  公民館の運営を円滑にするための館長の諮問機関で、次の事項等について調査、審議する。 

 １ 審議会会議 年４回程度 

  （１）公民館における長期又は年間の目標に対して具体的な事業計画の検討 

  （２）公民館事業に対して調査研究 

 ２ 研修会等  年３回程度 

   委員に対して多くのことが期待され、委員の資質を高め審議会をより深めていくため、

委員研修会を実施する。 

 

期待されていること 

  ・地域住民の意見や要望の収集 

  ・地域の状況・話題・出来事・課題などの情報提供 

  ・公民館の利用方法、施設・設備等気がついたことの、館長への意見 

  ・公民館の事業を地域住民に広め、参加することを進める 

  ・事業に参加して気がついたことの、館長への意見 

  ・学習したことを地域住民に広げ、生かす 

 

茅ヶ崎市立公民館の設置状況 

 １ 小和田公民館  茅ヶ崎市美住町６番２０号    電話８５－８７５５ 

 ２ 鶴 嶺 公 民 館        茅ヶ崎市萩園２０２８番地の５５ 電話８７－１１０３ 

 ３ 松 林 公 民 館         茅ヶ崎市室田一丁目３番２号   電話５２－１３１４ 

 ４ 南 湖 公 民 館          茅ヶ崎市南湖六丁目１５番１号  電話８６－４３５５ 

 ５ 香 川 公 民 館          茅ヶ崎市香川一丁目１１番１号  電話５４－１６８１ 

 

茅ヶ崎市審議会等設置等事務取扱要綱抜すい 

 第４条 附属機関の委員の選任に当たっては、当該附属機関の設置目的及び所掌事項に鑑み、

適切な候補者の確保に努めるものとする。  

２  市議会の議員及び市の職員は、法令で特に定める場合又は特別な理由がある場合を除き、

委員の候補者に選任しないものとする。  

３  特定の委員に偏ることを避けるため、次のいずれかに該当するときは、委員の候補者に選

任しないものとする。ただし、専門的な知識、経験等を有する等の場合で他に適当な者が

得られないときその他特別な事情がある場合は、この限りでない。  

(1) ２年以上当該附属機関の委員であった者  

(2) 再任の場合にあっては、４年以上当該附属機関の委員であった者  

(3) 他の審議会等の委員の職にある者  


